
内規 

（平成２８年４月２０日制定）   

認知症施策検討委員会設置要綱(内規) 

 

 （設置） 

第１条 認知症の状態に応じた適切なサービス体制の整備に向けた検討することを目的と

し、高梁市地域包括支援センター運営協議会要綱（平成１８年高梁市告示第８５号。以

下「要綱」という。）第６条の規定に基づく委員会として、認知症施策検討委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 認知症の理解のための環境づくりの検討 

(2) 認知症高齢者の早期発見・早期対応できる体制づくりの検討 

(3) 認知症高齢者支援の切れ目のない医療・介護の体制づくりの検討 

(4) 認知症高齢者の家族の支援方法 

(5) その他、必要な事項の検討 

（組織） 

第３条 第３条 委員会は、要綱に基づく高梁市地域包括支援センター運営協議会（以下

「運営協議会」という。）の委員の所属する機関、団体の実務者及び運営協議会会長が必

要と認める者（以下「委員会委員」という。）をもって構成する。 

（任期） 

第４条 委員会委員の任期は、運営協議会委員の任期に準ずる。 

（委員長等） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員会委員の互選によって定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員会委員がその職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、定期又は臨時的に開催する。 

２ 委員長は、委員会委員全員の出席を求める必要がないと認めるときは、一部の委員会



委員の出席を求めて委員会を開催することができる。 

３ 委員長は、必要に応じて委員会に委員会委員以外の関係者の出席を求め、その説明又

は意見を聞くことができる。 

（守秘義務） 

第７条 委員会委員及び委員会に出席した者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も同様とする。 

（報酬等) 

第８条 委員会委員が委員会に出席したときの報酬及び旅費は支給しないものとする。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別

に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業名

事業内容

目　標

評　価

事業名

事業内容

実　績

評　価

例年養成講座を開催している地域・ボランティア・学生に加えて、企業にも声か
けを行い、商業施設内のスタッフや工場の従業員に対して実施した

認知症サポーター養成事業

・認知症キャラバン・メイトによる認知症サポーター養成講座の開催およ
　びキャラバン・メイト活動の拡大

・認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族に対し
　て温かい目で見守る認知症サポーターを増やし、認知症の人と家族への
　支援の輪を広げる。

実　績

・認知症サポーター養成講座 　　実績２５回　　　【Ｒ４：２８回】

サポーター養成講座受講者数　実績４３４人（うち初回受講者：３４０人）
　　　　　　　　　　　　【Ｒ４：５３５人（うち初回受講者：３９４人)】
　小学生　５３人　中学生　９人　　高校生　６９人　　大学生　３２人
　団体・企業　３５人　地域　２３６人

認知症サポーター活動推進・地域づくり推進事業

・地域における認知症高齢者とその家族への相談・支援の実施と、認知症
　の人への支援体制を構築し関係者間の連携強化を行う。

　認知症地域支援推進員（地域包括支援センター内　７名）
　　専任１名（保健師）、兼務６名

・新規に２名が認知症地域支援推進員研修を受講し、１名が現任者研修を受講
 した。
・認知症の人、家族への個別支援➡　３４名
  高梁（８）津川（２）川面（３）宇治（１）松原（１）中井（２）
  落合（７）、有漢（４）、川上（５）、備中（１）
・９月の認知症月間に合わせて、認知症理解推進キャンペーンを開催
（幟の設置、パネル展示、街頭啓発、まちかど相談会の実施、行政放送番組の作
成・放送、認知症を知るフェアの開催、普及啓発ポロシャツの作成・着用、マグ
ネットステッカー、啓発ポスターの掲示、オレンジガーデニングプロジェクトの
実施、一般向け認知症サポーター養成講座の開催）
・認知症サポーターステップアップ講座を３か所で開催
　（備中町布瀬地区・羽場サロン・認知症サポーター希望者）
・オレンジサポーターの登録　新規１３名
・新規で「チームオレンジ羽場」が結成された。
・本人向け認知症ケアパスを市内関係機関に配付し、普及啓発を行った。

・９月の認知症月間に合わせて認知症理解推進の取組を行った。今後も理解推進
のためにこの取り組みは今後も継続が必要である。
・新たに１か所でチームオレンジが立ち上がった。今後も認知症の人や家族が地
域での生活が継続できるように各地でのチームオレンジの立ち上げ支援と活動支
援が必要。

令和５年度認知症関連施策事業の実績

 



事業名

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

行方不明事案 ２件 ４件 １件

みまもりネット
ワーク活用

０件 ０件 ０件

実　績

評　価

事業名

事業内容

実　績

評　価

・みまもりネットワーク登録者　　　　２５件【Ｒ４：３１件】
・みまもりサポーターの登録　　　　　３９件【Ｒ４：３９団体】
・位置情報サービス初期導入費助成　　  ０件【Ｒ４：０件】

認知症初期集中支援推進事業

・認知症初期集中支援チームを設置し、認知症の診断を受けていない方や、
　介護サービスの利用に結びついていない方等で、認知症と思われる対象
　者を医療や介護へ繋ぎ、自立した生活を支援する。
・認知症初期集中支援チーム員
　サポート医　３名
　保健師　３名（うち1名、令和５年度研修受講）
　社会福祉士　２名（うち１名　令和５年度研修受講）
　介護福祉士　１名　　　　　計　６名
・チーム数：１

・新規初期集中支援チーム員の養成　２名
・初期集中支援チーム員会議の定例開催（初）
　　　８月、１１月、２月　事例検討、情報交換を行い、連携を深めた。
・初期集中支援チーム稼働：３件

初期集中支援チーム員会議を定例で開催したことで、情報を共有することがで
き、連携が円滑にできた。そのことにより、対応ケースも３件となり、介護サー
ビスにつなぐことができ、本人や家族の生活を支えることができた。

事業内容

認知症高齢者見守り事業

・みまもりネットワークの体制整備と高齢者位置情報サービスを利用する
　際の初期導入費の助成を行う。

〔みまもりネットワーク〕
・認知症等により徘徊等で行方不明となる心配のある高齢者の家族に、事
　前登録をしてもらい、日常の見守りと行方不明時の連絡体制、警察や消
　防等との情報共有を行い、早期発見へ繋げる

〔みまもりサポーター（大切なあなたを見守り隊）〕
　みまもりメールに登録した団体及び企業

〔高齢者位置情報サービス費助成〕
　高齢者位置情報サービスを利用する際の初期導入費の助成
　　助成額：１０,０００円（初期導入費用のみ、維持費は本人負担）

※行方不明件数（市把握分）

新規に９名がみまもりネットワークに登録し、関係機関と情報共有・見守りを
行った。みまもりサポーターの活用ができていないため、あり方について検討が
必要である。今年度から位置情報サービスの初期導入費の助成について、対象者
と対象機器の拡大を行ったが、利用には繋がっていない。

 



事業名

事業内容

評　価

事業名

事業内容

実　績

評　価

家族介護者交流事業（元気回復事業）

・要介護者または介護者が市内在住で要介護者（４０歳以上）を在宅で介護して
いる家族介護者を対象に介護支援や介護に関する知識を習得などを行う

第１回　日時：令和５年８月３０日（水）１０：３０～１３：３０
　　内容：福祉ネイル、参加者交流会、会食
　　参加者：７人

第２回　日時：令和６年２月２７日（火）１０：３０～１３：３０
　　内容：ビューティタッチセラピー体験、参加者交流会、会食
　　参加者：６人

・介護保険サービスを利用しない認知症の人やその家族が安心して通える
　認知症カフェが必要。
・令和６年１月、株式会社メディケート（サニードラッグ）がサニー健幸
　ラウンジ（会場：ポルカ天満屋ハピータウン１階高梁観光情報館）を新
　たにオープンした。

認知症ケア向上推進事業

・地域密着型施設を始め、認知症対応可能な専門職やキャラバン・メイトが
　いる事業所、ボランティア団体等により認知症の人とその家族、地域の人
　が集う場（認知症カフェ）を運営する。

認知症カフェ　継続９、新規１　計１０カ所　　延１２１回

利用者：1157人（認知症126人[R4：104人]、家族51人、一般980人、相談18件）

実　績

・参加者は少数であったが、「自分ではできないことを体験してリフレッシュで
きた」、「参加者同士で話をして気持ちを共有することができた」などの意見が
あった。
・昨年度までは感染症対策のため短時間での開催であったが、今年度は参加者で
会食を行った。
・家族介護者支援のため、引き続きリフレッシュや在宅介護支援ができるよう開
催していく。参加人数が少ないため、広報活動の工夫が必要。

認知症の方 新規認知症 家族 新規家族 地域の方 相談件数

1 カフェすずらん 15 4 6 2 79 3

2 おしゃべり広場 4 2 1 1 111 0

3 マスカットカフェ 7 2 4 1 128 0

4 カフェ福ちゃん 4 2 1 1 23 1

5 ふらっとカフェオレンジ 0 0 0 0 65 0

6 なりわ茶屋 36 7 38 6 120 12

7 なりわ茶屋in川北 14 2 0 0 87 0

8 かわかみ茶坊 45 6 1 1 263 0

9 カフェキク 1 1 0 0 59 1

10 サニー健幸ラウンジ 0 0 0 0 45 1

計 126 26 51 12 980 18

 



事業名

事業内容

実　績

評　価

事業名

事業内容

実　績

評　価

・高齢者に対する虐待への早期発見・対応、生活上の困難事例の対応など
　権利擁護等アドバイザー（弁護士、司法書士、社会福祉士）の助言、指導
　により問題解決を図る。
　委託先：公益財団法人　リーガルエイド岡山
〔弁護士〕小野　寛之　〔司法書士〕崎山　晃史　〔社会福祉士〕加藤　貴之
・被虐待高齢者の避難先の確保を円滑に行い権利擁護の促進を図る。

高齢者虐待通報件数　　　　 　　０件  【Ｒ４　　　７件】
権利擁護・虐待相談延数　　 　８８件　【Ｒ４　１６９件】

権利擁護事業

・要支援者の判断能力の低下による金銭管理の不安を軽減するため、成年
　後見制度の申立てにかかる諸費用、成年後見人等の報酬の全部または一
　部を支給し利用を支援する。

・市長申立人数　　　　　　　１名　【Ｒ４：２名】
・報酬助成決定者延べ件数　２１件　【Ｒ４：１６件】

・高梁市権利擁護センター（高梁市社会福祉協議会へ委託）と連携を図り、成年
後見制度の利用促進を行った。

成年後見制度利用支援事業

・ケアマネジャーや民生委員・主任児童委員に向けて虐待防止や早期発見・対応
の周知を行った。
・虐待防止定例会議の開催により、権利擁護等アドバイザーから定期的に専門的
助言を受けることにより、虐待防止体制の強化を図った。  

 

 

 

 

 

 

 

 



　　　　　　　　・ケアパスを手に取った人がどう感じたかフィードバックできれば良い。

　　　　　　　　　　 今年度の啓発グッズのように来てくれた方が何かもらえるとよいのではないか。

　　　　　　(4)認知症初期集中支援チーム活動報告について

　　　　　　　　　ヤングケアラー等にも見てもらえるような工夫を行う必要がある。

　　　　　　　　　⇒人が集まる場所で啓発活動を実施することで様々な世代に知ってもらうきっかけになった。

　　　　　        【市民ホールでのイベント】

　　　　　　　　　・場所を分かりやすく、入りやすい工夫をする。

　　　　　　　 　 ・脳トレや認知症予防の体操等遊び感覚で体験できるようなコーナーを設けてはどうか。

　第２回　令和５年１１月２７日（月）１３:３０～１５:３０

　《議題》　(１)令和５年度の認知症総合支援事業の進捗状況について

５．認知症施策検討委員会での協議

　　　　　     　 　　　　　　　　　 ・「認知症とともにTAKAHASI」のロゴを入れる。等

　 　　　　(３)９月認知症月間の啓発活動について（グループワーク）

     　     　　⇒街頭啓発等での啓発グッズの内容、市民ホールでのイベント内容の検討を行った。

　　　　　　　　・金融機関や自動車学校等高齢者がよく行く所へ置いてはどうか。市のSNSで発信し、

　第3回　令和６年２月１５日（木）１３:３０～

　《議題》 (１)令和５年度の事業実績及び評価について

　　　　　  (２)グループワーク①「認知症月間等で活用する横断幕のデザインについて」

　 　           グループワーク②「認知症ケアパスの活用方法について」

　　　　　　　 　取り組んでいく必要がある。

　　　　　　　　　【啓発グッズ】　・もらって嬉しいもの、日用品として活用できるものが良い。

　　　　　（４）本人支援について

《議題》　(１）認知症基本法について

      　    (２)令和５年度認知症総合支援事業について

　第１回　令和５年７月２１日（金）　１３:３０～１５:００

     　　     　　グループワーク「認知症理解啓発活動についての評価」

　　　　　　　　　・過去の行政放送の認知症特集やドキュメンタリー映画の放映をする。

　　　　　　　　　　公式LINE等を活用した広報、出入り口等目に付く場所での展示の検討が必要。

　　　　　　　　 その声の続きもあるはずだが十分に聞くことが出来ていない。時間も手間も必要だが

　　　　　　　　・今後の様々な場所で本人の声を継続的に聞き、その声を発信していく場が必要。

　　　　　　（２）本人支援について(グループワーク)

　　　　　　　　　　 医療機関や認知症カフェがない地域で相談会を行ってはどうか。

 



令和６年度認知症施策検討委員会 

項 目 内      容 

令
和
６
年
度 

事業

目標 

①認知症の人の早期発見と早期支援、本人のニーズ把握、医療・介護

連携による切れ目のない支援体制（認知症初期集中支援チーム）の

強化 

②認知症の正しい知識の普及啓発 

③認知症サポーターを中心とした本人・家族のニーズと支援をつなぐ 

チームオレンジの活動支援 

目指

す 

成果 

① 支援が必要な認知症の人を早期に把握し支援に繋げることができ

る。 

本人の気持ちや意見を聞き、ニーズ把握ができる。 

② 市民が認知症について知る機会ができ、正しい知識を持つことが

できる。 

③ 認知症の人への見守りの目や支援者が増えて、本人やその家族が

安心して生活できる。 

取り

組み 

① 認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チームを中心とした 

本人・家族支援 

② ９月の認知症月間を中心とした認知症理解啓発活動、認知症ケア

パスの活用、認知症サポーター養成講座の積極的開催 

③ 地域におけるチームオレンジの立ち上げ支援と活動支援 

年間

予定 

①認知症施策検討委員会（年３回）：７月、１１月、２月 

②認知症初期集中支援チーム員連絡会議の開催（年３回） 

③認知症月間を中心とした認知症理解啓発活動の実施 

④認知症サポーターステップアップ講座の開催、チームオレンジ・オ

レンジサポーターのフォローアップ研修の開催と活動支援 

⑤認知症カフェ連絡会、キャラバンメイト連絡会、家族介護者交流事

業の開催 

⑥認知症声かけ体験の実施 

⑦本人ミーティングの開催 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


